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証券コード 4662
2023年６月14日

（電子提供措置の開始日2023年６月７日）
株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目７番８号
株式会社フォーカスシステムズ

代表取締役社長 森 啓 一

第47期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第47期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第47期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト （https://www.focus-s.com/focus-s/ir/library/）

上記ウェブサイトにアクセスして、「株主総会」のタブを選択のうえ、ご覧ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード「4662」を入力・検索し、「基本情

報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知/株主総会資料」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご高覧のうえ、３頁に記載の「議決権行使
についてのご案内」に従って、2023年６月28日午後５時45分までに議決権を行使くださいま
すようお願い申し上げます。

敬具
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記
１. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

（受付開始時刻は午前９時30分を予定しております）

２. 場 所 東京都港区芝浦三丁目１番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS ４階

TKPガーデンシティPREMIUM田町
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３. 会議の目的事項
報告事項 第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 取締役賞与支給の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご呈示くださいますようお願い申し上
げます。

◎当社定款第15条の規定に基づき、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主１名に
委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出くださいますようお願い申
し上げます。

◎議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取扱わせていた
だきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、事業報告の
「会社の体制及び方針」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」を記載しておりません。当
該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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議決権行使についてのご案内

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げま
す。議決権のご行使には以下の方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。また、本招集ご
通知をご持参ください。

同封の議決権行使書用紙に議案の賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたもの
として取扱わせていただきます。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

2023年6月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

株主総会開催日時

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。
議決権行使書のご記入方法のご案内

株主総会に出席する方法 郵送（書面）により
議決権を行使する方法

インターネット等により
議決権を行使する方法

2023年6月28日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

議決権行使期限

2023年6月28日（水曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使期限

インターネット等と書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし
ます。また、インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいた
します。

▶ 全員に賛成する場合：「賛」の欄に○印
▶ 全員に反対する場合：「否」の欄に○印
▶ 一部の候補者を

反対する場合 ：

　

第2号議案

▶ 賛成する場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対する場合：「否」の欄に○印

第1、3、4号議案

「賛」の欄に〇印をし、反
対する候補者の番号をご記
入ください。

3
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インターネット等による議決権行使のご案内

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移で
きます。

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワード
を入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

1 �議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読
み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

見本

見本
見本

「次へ」をクリック

※��「QRコ ード」
は株式会社デ
ンソーウェー
ブの登録商標
です。

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネット
ヘルプダイヤル

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

0120-768-524
（受付時間 年末年始を除く９:00～21:00）
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株主総会参考書類

5

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、安定的な配当継続の方針に基づき、当期の業績に応じた

利益還元を勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円（普通配当30円）
（ご参考）中間配当を含めた年間配当金は、１株につき金35円となります。

総額452,804,400円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役８名のうち、三浦宏介、室井誠、後藤亮、鈴木隆博、山口寿彦、荒谷真由美の６氏

は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いいたした
いと存じます。
取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１

三
み う ら

浦 宏
ひ ろ ゆ き

介
（1962年10月17日生）

再任

取締役在任年数
（本総会終結時）

14年

所有する当社株式数
229,700株

1981年12月 当社入社
1989年４月 当社システム開発第１部課長
1996年４月 当社第２事業部開発部長
2002年４月 当社第二事業本部第二統括部長
2003年４月 当社ＩＴサービス事業部長
2009年４月 当社事業部統括部長
2009年６月 当社取締役事業部統括部長
2011年４月 当社常務取締役事業本部担当兼情報通信事業本部長
2012年６月 当社代表取締役副社長兼情報通信事業本部長
2014年４月 当社代表取締役副社長（現任）

【取締役候補者の選任理由】
三浦宏介氏は、長年にわたりシステム開発事業部門で培った実務経験及び当社代表取締役副社長としての経

営経験を有しており、高い統率力で主要事業を牽引し、当社の成長プロセスにおいて重要な役割を担ってまい
りました。引続き同氏の経験・能力を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしております。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

２

室
む ろ い

井 誠
まこと

（1963年５月21日生）

再任

取締役在任年数
（本総会終結時）

12年

所有する当社株式数
159,800株

1985年３月 当社入社
1997年４月 当社第４事業部第１システム部課長
2001年４月 当社第二事業本部営業企画統括部営業部長
2004年４月 当社ＩＴサービス事業部ＩＴソリューションサービス部

長
2008年４月 当社ＩＴサービス事業部副事業部長
2009年４月 当社ＩＴサービス事業部長
2011年４月 当社ＩＴサービス事業本部長
2011年６月 当社取締役ＩＴサービス事業本部長
2014年４月 当社常務取締役ＩＴサービス第一事業本部長兼ＩＴサー

ビス第二事業本部長
2014年５月 当社常務取締役ＩＴサービス第一事業本部及びＩＴサー

ビス第二事業本部担当
2015年４月 当社常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴイノベー

ション事業本部担当
2016年４月 当社常務取締役ＩＴサービス事業本部、ＩＴソリューシ

ョン事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当
2017年４月 当社常務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業

本部担当
2017年６月 当社専務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業

本部担当
2019年４月 当社専務取締役公共金融事業本部及びデジタルビジネス

事業本部担当
2022年４月 当社専務取締役第一公共金融事業本部及び第二公共金融

事業本部並びにデジタルビジネス事業本部担当
2023年４月 当社専務取締役公共金融事業本部及び公共法人事業本部

並びにデジタルビジネス事業本部担当（現任）

【取締役候補者の選任理由】
室井誠氏は、長年にわたりシステム開発事業部門で培った実務経験及び当社取締役としての経営経験を有し

ており、主導力を発揮した組織活性化により事業分野を拡大する中で、保守運用業務を主要な収益基盤の一つ
に押上げる等、当社の発展に大きく貢献してまいりました。引続き同氏の経験・能力を経営に活かしたいた
め、取締役候補者といたしております。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３

後
ご と う

藤 亮
まこと

（1963年４月９日生）

再任

取締役在任年数
（本総会終結時）

12年

所有する当社株式数
95,700株

1986年３月 当社入社
1996年４月 当社第２事業部システム開発部課長
2001年４月 当社第二事業本部第一統括部第三システム部長
2007年４月 当社第二公共事業部営業総括部長
2008年４月 当社第二公共事業部長
2011年４月 当社公共金融事業本部長
2011年６月 当社取締役公共金融事業本部長
2016年４月 当社取締役公共金融事業本部担当
2017年４月 当社取締役管理本部担当
2018年６月 当社常務取締役管理本部担当（現任）

【取締役候補者の選任理由】
後藤亮氏は、長年にわたりシステム開発事業部門で培った実務経験及び管理本部担当取締役としての経営経

験を有しており、サステナビリティの視点に立った大局的見地からのマネジメントで当社の健全な成長及び企
業価値の向上に大きく貢献してまいりました。引続き同氏の経験・能力を経営に活かしたいため、取締役候補
者といたしております。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

４

鈴
す ず き

木 隆
た か ひ ろ

博
（1969年11月14日生）

再任

取締役在任年数
（本総会終結時）

６年

所有する当社株式数
16,900株

1991年４月 当社入社
2003年６月 当社ＩＴサービス事業部ＩＴサービス部課長
2005年６月 当社ＩＴサービス事業部テクニカルフロンティアサービ

ス部長
2011年４月 当社ＩＴサービス事業本部ビジネスイノベーション事業

部長
2014年４月 当社ＩＴサービス第二事業本部副本部長
2014年５月 当社ＩＴサービス第二事業本部長
2015年４月 当社ＩＴイノベーション事業本部長
2017年６月 当社取締役ＩＴソリューション事業本部及びＩＴイノベ

ーション事業本部担当兼ＩＴイノベーション事業本部長
2018年４月 当社取締役ＩＴイノベーション事業本部及びＩＴソリュ

ーション事業本部担当
2023年４月 当社取締役ＩＴイノベーション第一事業本部及びＩＴイ

ノベーション第二事業本部並びにＩＴソリューション事
業本部担当兼経営企画室長（現任）

【取締役候補者の選任理由】
鈴木隆博氏は、長年にわたりシステム開発事業部門で培った実務経験及び当社取締役としての経営経験を有

しており、高い戦略実行力でＩＴインフラ構築業務をはじめとした主要な事業基盤の構築や研究開発を統括す
る等、当社の発展に大きく貢献してまいりました。引続き同氏の経験・能力を経営に活かしたいため、取締役
候補者といたしております。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５

山
や ま ぐ ち

口 寿
と し ひ こ

彦
（1952年５月30日生）

再任 社外 独立

取締役在任年数
（本総会終結時）

８年

所有する当社株式数
０株

1975年３月 陸上自衛隊任官
1987年１月 西方総監部人事部
1990年４月 陸幕監理部総務課
1993年４月 第６高射大隊長
1995年４月 東方総監部装備部
1998年４月 陸幕装備部後方支援体制検討準備室長
2001年４月 関西補給処企画室長
2002年８月 高射学校総務部長
2003年12月 札幌病院総務部長
2005年３月 霞ヶ浦駐屯地業務隊長
2006年８月 小平学校人事教育部長
2008年５月 陸上自衛隊退官
2008年６月 富士警備保障株式会社入社第２常駐警備事業部長
2012年６月 同社嘱託契約事業部担当部長
2015年６月 当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
山口寿彦氏は、自衛官として長年にわたり組織の運営・管理に従事し、その豊富な経験と幅広い見識は、客

観的な視点でコーポレートガバナンスを監視・監督するのに適任であると判断しております。同氏が選任され
た場合には、同氏の持つコーポレートガバナンスと組織統制・情報統制に関する深い知見を活かし、独立した
立場での監視・監督を通じて、当社の中長期的な成長に貢献いただくことを期待し、社外取締役候補者といた
しております。

【独立性に関する事項】
同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立

場の社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所
に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引続き独立役員とする予定であります。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

６

荒
あ ら や

谷 真由美
ま ゆ み

（1983年１月27日生）

再任 社外 独立

取締役在任年数
（本総会終結時）

２年

所有する当社株式数
０株

2010年12月 弁護士登録
2010年12月 弁護士法人一番町綜合法律事務所入所
2015年10月 古屋法律事務所入所
2021年６月 当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
荒谷真由美氏は、弁護士として主に企業法務・民事事件に従事する中で、コンプライアンス・リスクマネジ

メント・労務・ダイバーシティ等にも数多く携わっており、その豊富で多彩な経験と幅広い見識に基づき、客
観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。同氏が選任された場合には、
独立した立場から主に法律に関する専門的な知見・経験等を通した示唆・助言等により、成長に貢献いただく
ことを期待し、社外取締役候補者といたしております。

【独立性に関する事項】
同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立

場の社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所
に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引続き独立役員とする予定であります。

（注） 1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担
しております。各取締役候補者の選任が承認された場合、当社が締結している役員等賠償責任保険の被保険者となります。
当該保険契約の内容の概要等は、事業報告「４．会社役員に関する事項（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記
載のとおりであり、次回更新時には同内容で契約を更新する予定であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役吉野充氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得てお
ります。
監査役の候補者は次のとおりであります。

氏名等 略歴、地位及び重要な兼職の状況

吉
よ し の

野 充
みつる

（1959年７月25日生）

再任

監査役在任年数
（本総会終結時）

４年

所有する当社株式数
900株

1985年８月 当社入社
2001年４月 当社第一事業本部第三統括部長
2003年４月 当社開発本部第三統括部長
2005年４月 当社第一公共事業部第四システム部長
2007年４月 当社特別プロジェクト事業部長
2011年４月 当社公共金融事業本部システムソリューション事業部長
2012年４月 当社公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長
2016年４月 当社公共金融事業本部第一事業部長
2019年４月 当社公共金融事業本部担当部長
2019年６月 当社監査役(現任）

【監査役候補者の選任理由】
吉野充氏は、長年にわたる開発事業部門における業務経験を通じて、当社・当業界への幅広い知見を有して

おります。これらの実績と経験に基づき監査役に適切な人材と判断し、監査役候補者としております。

（注） 1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担
しております。監査役候補者の選任が承認された場合、当社が締結している役員等賠償責任保険の被保険者となります。当
該保険契約の内容の概要等は、事業報告「４．会社役員に関する事項（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載
のとおりであり、次回更新時には同内容で契約を更新する予定であります。
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（ご参考）スキル・マトリックス

当社取締役会は、中長期的かつ持続的な成長戦略を策定・遂行するにあたり、取締役会の実効性を高め、その
責務を果たすために、各取締役及び各監査役の実績・経験・能力が相互に補完されるよう、バランスを十分配慮
した構成としております。
本総会において、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合、各取締役及び各監査役が保有

している知識・経験のうち特に期待されるものは以下のとおりであります。

氏名 属性
現在の当社に
おける地位
及び担当

当社が特に期待するスキル・専門性（最大４項目）

企業経営 戦略/企画 営 業
マーケティング 研究開発 専門技術

品質 財務/会計 人材マネジメント
法務

ガ バ ナ ン ス
リスクマネジメント

サステナビリティ

取
締
役

森 啓一 代表取締役 ○ ○ ○ ○

三浦 宏介
代表取締役
ガバナンス委員会
委員長

○ ○ ○ ○

室井 誠 専務取締役 ○ ○ ○ ○

後藤 亮
常務取締役
サステナビリティ委員会
委員長

○ ○ ○ ○

鈴木 隆博 ○ ○ ○ ○

山口 寿彦 社外 独立
指名諮問委員会
委員長 ○ ○

瀬尾 勘太 社外 独立
報酬諮問委員会
委員長 ○ ○ ○ ○

荒谷真由美 社外 独立 ⼥性 ○ ○

監
査
役

七井 孝司 ○ ○ ○ ○

吉野 充 ○ ○ ○

中村 清司 社外 独立 ○ ○

杉山 昌宏 社外 独立 ○ ○ ○ ○
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第４号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役５名（社外取締役を除く）に対し、総額30百万円を支給することと

いたしたく存じます。
当社における取締役賞与は業績連動報酬としており、上記報酬総額は当社における「報酬

の額又はその算定方法の決定方針」に基づき、業績指標の達成度合いに応じて算出されてい
るため相当であります。
なお、各取締役に対する支給金額、支給時期、支払等については、取締役会にご一任いた

だきたく存じます。
（注）当社における「報酬の額又はその算定方法の決定に関する基本方針」は、事業報告「４.会社役員に関する事項（４）取締役及び

監査役の報酬等に関する事項」に記載のとおりです。

以 上
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１ 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、ウィズコロナの下、円安や物価上昇等が進む中、景気は緩やかに持直
しております。
また、世界経済につきましても持直しの動きが続いておりますが、金融資本市場の変動や物価上昇、供給

面での制約等による下振れリスクの高まりにも十分注意する必要があります。
情報サービス業界におきましては、産業を問わずデジタル化・リモート化を前提にクラウド化・仮想化へ

と徐々にシフトしていく中、ＩＴ活用及び情報セキュリティ対策の需要の高まりは衰えを見せない状況が続
いております。また、ロボティクス技術による自動化及び開発プロセスのローコード化・ノーコード化をは
じめ、ＩｏＴ・ＡＩ・メタバース・６Ｇ等デジタル技術の活用が一層加速していくことが想定される一方
で、各種先端技術の担い手不足は常態化しております。
このような状況の中、当社は、生み出した付加価値で得た利益を社員・顧客・協力会社・株主・地域社

会・環境等あらゆるステークホルダーに再配分し、事業を通じて社会に貢献し続ける会社を目指しておりま
す。当事業年度においては、ビジネス化を視野に産学連携で共同研究を進めたほか、社員の賃金ベースアッ
プを決定しました。また、顧客ニーズを捉えたシステム導入やＩＴ人材の育成実績が評価されメーカー各社
より表彰されました。結果的に、リソースマネジメントにより潤沢な案件をこなしたことですべての事業セ
グメントを通して成長基調を維持しました。
この結果、当事業年度の業績は、売上高29,124百万円（前事業年度比10.8％増）、営業利益1,894百万円

（前事業年度比15.5％増）、経常利益1,911百万円（前事業年度比19.4％増）、当期純利益1,390百万円（前
事業年度比30.4％増）となり、売上高・各利益共に過去最高を更新しました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
（公共関連事業）
公共関連事業では、主な最終ユーザーが官公庁及び地方自治体となるマイナンバー関連システム、財務シ

ステム、貿易システム、航空管制システム、自動車関連システム、社会保険・健康保険・年金に関するシス
テム等社会インフラのシステム実現に向けた提案、設計、製造、試験からシステム稼動後の運用、保守に至
るまで総合的な技術支援を行っております。
当セグメントにおきましては、医療・社会保険、マイナンバー関連、自動車関連を筆頭に既存プロジェク

トの着実な進行に徹したことが奏功しました。
その結果、売上高は8,481百万円（前年同期比10.6％増）、セグメント利益（営業利益）は1,416百万円

（前年同期比3.0％増）となりました。
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（エンタープライズ事業）
エンタープライズ事業では、主に法人企業の基幹業務システム・Ｗｅｂアプリケーション・クラウドアプ

リケーションの開発、ネットワークインフラ設計・構築、ＲＰＡソリューション、付随する運用・保守、Ｉ
ＣＴに係るコンサルティングを行っております。
当セグメントにおきましては、引続きネットワークインフラ案件と基幹業務システムを成長ドライバー

に、拠点移転コストを吸収し、順調に事業規模を拡大しました。
その結果、売上高は7,824百万円（前年同期比18.8％増）、セグメント利益（営業利益）は908百万円

（前年同期比13.0％増）となりました。

（広域ソリューション事業）
広域ソリューション事業では、東京・名古屋・大阪地域における、通信制御・組込み・法人企業及び行政

機関向けの各システム開発、ＡＩソリューション、付随する運用・保守、ＩＣＴに係るコンサルティングを
行っております。
当セグメントにおきましては、ローコード開発案件の増加、プロジェクト管理の徹底が事業成長に寄与し

ました。
その結果、売上高は5,232百万円（前年同期比5.3％増）、セグメント利益（営業利益）は651百万円（前

年同期比4.5％増）となりました。

（イノベーション事業）
イノベーション事業では、法人企業向けのインフラ設計・構築、メインフレーム業務、システム開発、

付随する運用・保守、ＩｏＴ及び情報セキュリティ分野における自社製品の製造・ソリューション提供
を行っております。
当セグメントにおきましては、インフラ設計・構築の堅調さに加え、前期より続く大規模案件が業績に大

きく貢献しました。
その結果、売上高は7,586百万円（前年同期比7.6％増）、セグメント利益（営業利益）は756百万円（前

年同期比7.6％増）となりました。
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受注売上の状況は以下のとおりであります。

① 受注実績

セグメントの名称

前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)
公共関連事業 7,714,477 1,612,702 8,507,975 1,639,578
エンタープライズ事業 6,618,339 1,023,083 9,343,776 2,542,687
広域ソリューション事業 4,974,226 908,470 5,248,073 924,337
イノベーション事業 7,528,375 1,339,772 7,610,695 1,363,915

合計 26,835,419 4,884,028 30,710,522 6,470,517

② 売上実績

セグメントの名称

前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)
公共関連事業 7,669,816 29.2 8,481,098 29.1
エンタープライズ事業 6,587,493 25.1 7,824,173 26.9
広域ソリューション事業 4,970,955 18.9 5,232,207 18.0
イノベーション事業 7,050,249 26.8 7,586,552 26.0

合計 26,278,513 100.0 29,124,032 100.0
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（2）対処すべき課題
新時代に相応しい働き方を受け入れる社会とＩＴとの関わり方はより一層多様化が進むことが予想されま

す。そして、最終ユーザーの業界に影響を及ぼし得るインフレ圧力の高まりによる影響にも警戒が必要で
す。当社は、より広く、より長期的な視野で、事業継続力及びコーポレートガバナンス体制を強化し、信頼
性を高め、持続的な成長を実現してまいります。
ＩＴ人材の獲得競争も激化し、人件費は高まる傾向にあります。当社は従業員をかけがえのない経営資源

としており、一層の採用強化及び従業員定着率向上に繋がる魅力ある職場環境づくり、高い付加価値を維持
発展させるための人的資本投資、個の力を発揮できる職場改革等を進めると共に、当社の魅力を広く社会に
伝え、企業価値の向上に努めてまいります。
また、各セグメントにおける主な課題は、以下のとおりであります。
公共関連事業においては、比較的景気変動に強い事業セグメントではありますが、景気後退及び世界情勢

の変動に伴いＩＴ予算の縮減等影響を受ける場合があります。また、アジャイル及びローコード・ノーコー
ド並びにオフショア等開発手法の多様化により、公共分野における競争が想定以上に進んだ場合には、成長
の鈍化を招くおそれがあります。競争力を維持向上するため、先進技術者やマネジメント人材の確保及び育
成により、これまで以上に強靭な組織体制を創り上げてまいります。
エンタープライズ事業においては、主となる顧客の多くが法人企業であり、また新規一次請け案件も多い

ため、失注案件やトラブルによる不採算案件が増加することにより、事業計画を余儀なく変更するおそれが
あります。一次請け案件に対応できないことによる成長鈍化を回避するため、マーケティング機能構築や営
業力強化、マネジメント人材確保が最重要課題であることから、中長期的な視点で課題解決に必要な投資を
積極的に実施してまいります。
広域ソリューション事業においては、顧客の経営環境が悪化した場合、案件の縮小・延期・中止等により

事業計画を余儀なく変更するおそれがあります。また、競合他社との競争激化、システム開発市場の変動等
により、強みとする分野においても成長が鈍化するおそれがあります。リスク対策に資する独自の広域な事
業ポートフォリオを最適化し、一次請け案件を増やすことで利益率向上に繋げるため、プロジェクトマネジ
メントを遂行できる人材育成等に注力してまいります。
イノベーション事業においては、特定顧客との強固なパイプが当セグメントにおける安定的な収益基盤と

なっております。他方で、その依存度が比較的高いことから、特定顧客の事業方針変更や業績不振等の影響
を受けるおそれがあります。顧客の事業成功に伴走する形で確かな信頼を得ることにより、強固な事業基盤
の構築に努めてまいります。依存度を軽減するため、暗号や電子透かし、ビーコン、指向性受信機等、自社
製品の拡販によるストックビジネス比率の向上及び自社ブランド強化にも注力してまいります。
これらの取組みによって、当社の企業価値向上を図ることで顧客基盤を拡大し、将来にわたり安全・安心

な社会作りに貢献してまいります。
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（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）設備投資の状況
重要な設備投資はありません。

（5）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（6）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（7）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（8）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
重要な該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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14,764

29,124 1,911 1,390
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（10）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第44期

(2020年３月期)
第45期

(2021年３月期)
第46期

(2022年３月期)
第47期（当期）
(2023年３月期)

売 上 高（千円） 22,703,906 23,485,572 26,278,513 29,124,032
経 常 利 益（千円） 1,467,598 1,469,416 1,600,986 1,911,499
当 期 純 利 益（千円） 930,316 1,025,054 1,066,537 1,390,716
１株当たり当期純利益 （円） 61.83 68.08 70.76 92.18
総 資 産（千円） 15,361,878 17,808,388 23,372,735 20,417,191
純 資 産（千円） 8,885,900 11,063,631 14,764,312 12,814,124

（注）1.１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
2.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第46期の期首から適用しており、第46期以降
の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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（11）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

（12）主要な事業内容 （2023年３月31日現在）
① 通信・公共分野でのシステムインテグレーション事業
② システムの根幹を支えるＩＴサービス事業
③ 情報化社会の健全化を担う情報セキュリティ事業

（13）主要な拠点等 （2023年３月31日現在）
本 社・・・・・・・・・・・東京都品川区
大阪支社・・・・・・・・・・・大阪府大阪市中央区
名古屋オフィス・・・・・・・・愛知県名古屋市中区

（14）従業員の状況 （2023年３月31日現在）
セグメントの名称 従業員数（名）

公共関連事業 399
エンタープライズ事業 290
広域ソリューション事業 282
イノベーション事業 247
全社（共通） 85

合計 1,303
（注）1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

2.全社（共通）は、総務、人事及び経理等の管理部門の従業員であります。
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（15）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 額

千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 913,366

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 303,100

株 式 会 社 横 浜 銀 行 292,830

株 式 会 社 り そ な 銀 行 253,266

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 225,000

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 36,000
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株式分布状況（自己株式を除く）

その他国内法人
12.56%
52名 1,896,301株

証券会社
2.18%
28名
328,409株

外国人
3.85%
71名 580,717株

政府及び地方公共団体
0.01%

個人・その他
56.63%
7,288名
8,547,753株

金融機関
24.77%

1名 2,000株

16名 3,738,300株

２ 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 36,000,000株

（2）発行済株式の総数 16,292,942株
（自己株式1,199,462株を含む）

（3）株主総数 7,457名

（4）単元株式数 100株

（5）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,698,000 11.24

株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ 900,000 5.96

フォーカスシステムズ社員持株会 616,600 4.08

第一生命保険株式会社 500,000 3.31

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 461,300 3.05

畑山 芳文 461,200 3.05

株式会社三井住友銀行 340,000 2.25

森 啓一 261,400 1.73

三浦 宏介 229,700 1.52

みずほ信託銀行株式会社 220,000 1.45
（注）当社は自己株式1,199,462株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

また、持株比率は自己株式を除外して計算しております。

（6）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、2022年８月25日付で、取締役５名（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬として当

社普通株式15,000株の自己株式を交付しております。
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（7）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３ 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2023年３月31日現在）

地位 氏名 担当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 森 啓 一

代表取締役副社長 三 浦 宏 介

専 務 取 締 役 室 井 誠
第 一 公 共 金 融 事 業 本 部 及 び
第 二 公 共 金 融 事 業 本 部 並 び に
デジタルビジネス事業本部担当

常 務 取 締 役 後 藤 亮 管 理 本 部 担 当

取 締 役 鈴 木 隆 博 ＩＴイノベーション事業本部及び
ＩＴソリューション事業本部担当

取 締 役 山 口 寿 彦

取 締 役 瀬 尾 勘 太

取 締 役 荒 谷 真由美

常 勤 監 査 役 七 井 孝 司

常 勤 監 査 役 吉 野 充

監 査 役 中 村 清 司

監 査 役 杉 山 昌 宏
（注）1.取締役山口寿彦氏、瀬尾勘太氏及び荒谷真由美氏は、社外取締役であります。

2.監査役中村清司氏及び杉山昌宏氏は、社外監査役であります。
3.取締役山口寿彦氏、瀬尾勘太氏、荒谷真由美氏及び監査役中村清司氏、杉山昌宏氏につきましては、東京証券取引所の定める
独立役員に指定し、届け出ております。

4.監査役七井孝司氏は、管理本部長として財務・会計・法務等を所管する部門のトップとしての経験を有しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、被保険者を当社取締役及び当社監査役とする役員等賠償責任保険契約を締結

し、当社が保険料を全額負担しております。当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次のとおりであり
ます。
① 補償地域及び保険期間

補償地域は日本国内、保険期間は2022年10月から2023年10月までの１年間であります。
② 補償対象及び免責事項

会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から
損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対
象としております。現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状
況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としており
ます。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社の採用する
役員等賠償責任保険契約では、公序良俗に反する以下の行為を免責としております。
1）役員が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
2）役員の犯罪行為又は役員が違法であることを認識しながら行った行為
3）役員に報酬又は賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
4）役員が行ったインサイダー取引に起因する損害賠償請求
5）違法な利益の供与に起因する損害賠償請求

（4）取締役及び監査役の報酬等に関する事項
① 報酬の額又はその算定方法の決定に関する基本方針

当期における当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、社外取締役を委員長とす
る報酬諮問委員会での審議を経て2021年10月25日の取締役会で決定しております。その概要は以下
のとおりです。
1）基本方針

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的な
業績向上への貢献意欲を高めることを目的とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬としての取締役報酬のほか、短期の業績連動報酬としての取締役賞与及び

中長期的なインセンティブとしての意義を持つ譲渡制限付株式報酬により構成しております。また、
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、高い独立性確保の観点から、業績との連
動は行わず、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、取締役の報酬等の内容を決定する際は、その透明性や公正性を高めるため、その原案を報

酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで最終的
に決定するものとしております。

2）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、2000年６月29日開催の当社第24期定時株主総会においてご承認頂

いた報酬の限度額（月額30百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない））の範囲内で、
月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度並びに当社の業績等を考慮し、取締役会の決議において
決定しております。
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3）業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（ア）業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（中期経営

計画に基づく各事業年度の営業利益の目標値）に対する達成度合いに応じて算出された額（総
額）を取締役賞与として毎年株主総会に上程しております。また、各取締役への配分額に関して
は、株主総会でご承認頂いた範囲内で、各取締役の業績に対する貢献度に基づき取締役会決議に
よって決定のうえ、毎年７月に支給しております。
・業績指標として営業利益を選定した理由

技術革新や市場環境の変化に柔軟に対応しつつ、当社事業における収益性向上による利益拡
大の成果を客観的に評価するうえで透明性の高い指標と成りうることから中期経営計画におい
て定めた目標を業績指標として採用しております。なお、当事業年度の営業利益に関しては事
業報告「１．会社の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりです。

（イ）非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株
主の皆さまとの価値共有を図るため譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、毎
年１回、取締役会決議を経て対象者に対して当社の普通株式による譲渡制限付株式を付与してお
ります。当該株式においては、2020年６月29日開催の当社第44期定時株主総会においてご承認
頂いた内容に基づき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は
退職する日までの期間について譲渡制限を設けることとし、対象取締役に対して付与することが
できる株式の数は年26千株以内、そのために会社が支給する報酬の総額は年額20百万円以内と
しております。対象取締役は、取締役会決議に基づき、本株式にかかる金銭報酬債権の全部を現
物出資し、本株式の発行又は処分を受けるものとし、その１株当たりの払込金額は、本株式を引
き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定しております。

4）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く）報酬における種類別の割合については、当社の事業の状況並

びに中長期的な業績向上に向けた各種施策を果断に実行し続けられる水準を維持する観点から明確
な定めは設定しておりません。

5）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額の配分については、株主総会において承認された総額の範囲内において、

代表取締役社長が作成した配分案について、報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその
審議・答申結果の内容を尊重したうえでその決議に基づき決定するものとしております。
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② 取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の
総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（内、社外取締役）

263,704
（18,000）

219,624
（18,000）

30,000
（－）

14,080
（－）

8
（3）

監査役
（内、社外監査役）

23,040
（7,200）

23,040
（7,200）

－
（－）

－
（－）

4
（2）

（注）1.使用人兼務取締役はおりません。
2.2000年６月29日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額30百万円以内、監査役の報酬限度額は月
額４百万円以内と決議頂いております。なお、第24期定時株主総会終結時点での取締役の員数は７名、監査役の員数は３名で
あります。また、2020年６月29日開催の第44期定時株主総会において、上記とは別枠で、取締役に対する譲渡制限付株式支
給に係る報酬総額を年額20百万円以内（発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年26千株以内）とし、各対象取締役へ
の具体的な配分については取締役会において決定することを決議頂いております。なお、第44期定時株主総会終結時点での取
締役（社外取締役を除く）の員数は５名です。

3.業績連動報酬等は、本総会にて決議予定の取締役賞与を記載しております。
4.非金銭報酬等は、当事業年度における譲渡制限付株式報酬の費用計上額を記載しております。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会が決定方針と整合性を含めた多角的検討

を行った結果、決定方針に沿うものであると判断しております。

（5）その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。

（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 出席回数 活動状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 山 口 寿 彦

［取締役会］
２２／２２回

［指名諮問委員会］
６／６回

［報酬諮問委員会］
５／５回

自衛官として組織の運営・管理に従事し、主にコーポ
レートガバナンス・組織体制・情報統制に関する深い
知見を活かし、適切な監督機能を果たすことを期待し
ており、独立した立場と上記の知見に基づく客観的な
視点で議案審議等に必要かつ的確な発言を行う等、重
要な役割を果たしております。
なお、同氏は、取締役の選解任につき取締役会に答申
を行う指名諮問委員会の委員長を務めております。

取 締 役 瀬 尾 勘 太

［取締役会］
２２／２２回

［指名諮問委員会］
６／６回

［報酬諮問委員会］
５／５回

税理士として培ってきた会計・税務・財務に関する高
度な専門知識と経験を活かし、適切な監督機能を果た
すことを期待しており、独立した立場と上記の知識・
経験に基づく客観的な視点で議案審議等に必要かつ有
意義な発言を行う等、重要な役割を果たしておりま
す。
なお、同氏は、取締役の報酬につき取締役会に答申を
行う報酬諮問委員会の委員長を務めております。

取 締 役 荒 谷 真由美

［取締役会］
２２／２２回

［指名諮問委員会］
６／６回

［報酬諮問委員会］
５／５回

弁護士として培ってきたコンプライアンス・リスクマ
ネジメント・労務・ダイバーシティ等の専門的な知
見・経験等を活かし、適切な監督機能を果たすことを
期待しており、独立した立場と上記の知識・経験に基
づく客観的な視点で議案審議等に必要かつ有意義な発
言を行う等、重要な役割を果たしております。

監 査 役 中 村 清 司
［取締役会］
２２／２２回
［監査役会］
２１／２１回

ＩＴ業界において主に経営戦略・営業マーケティング
等に関わってきたことによる幅広い見識で、議案審議
等に必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 杉 山 昌 宏
［取締役会］
２２／２２回
［監査役会］
２１／２１回

ＩＴ業界において主に開発・営業マーケティング等に
関わってきたことによる幅広い見識で、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。
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５ 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬

30,000千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

30,000千円

（注）1.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の
内容、過年度における職務執行状況や監査時間、報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

2.当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分してお
りませんので、上記金額は合計額で記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断される場合や、会社法、公認会計

士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの行政処分を受けた場合には、監査役会は監査役全員の同
意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の
株主総会において、解任の旨及びその理由を説明いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行す

るのに十分かどうか等、監査実施の有効性及び効率性をもって、再任･不再任を判断いたします。
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６ 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社が定める内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1）当社は、法令をはじめ、「文書管理規程」「情報セキュリティ実施マニュアル」その他社内規程に基
づき、情報の保存・管理を行う。

2）代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する全社的な統括を行う責任者を取
締役より任命する。

3）統括責任者は、取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて記録として保存・保管する。
4）保管される記録は、随時、取締役、監査役、会計監査人が閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保

管する。
5）情報セキュリティ基本方針、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）に倣い、情報の保存・管理・伝達に適切な体制を構築する。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）企業の目的並びに事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分

し、管理体制を構築する。
財務報告リスク、品質リスク、情報セキュリティリスク、労務リスク、法的リスク、環境リスク、
事業継続リスク、人的資源リスク、財務リスク

2）「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクマネジメントシステムを指揮するため、リスク管理委
員会を組織し、財務リスクに対する評価を行い、リスクの回避・低減させる対応を取る。

3）使用人による情報漏洩による不正行為抑制のため、「秘密管理規程」、「懲罰規程」を定め、さらに社
内規程遵守誓約書の自署提出を求める。

4）デジタル情報に関するリスク管理は、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築し、かつ
社内研修の実施により抑止力機能を持たせる。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1）当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締

役の業務執行状況の監督等を行う。
2）全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効率化を図

る。
3）業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な

目標を設定する。
4）各部門は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し実行する。
5）効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により必要な職務の範囲及び権限を明

確にする。
6）環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。
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④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1）法令及び定款に適合すべく社内規程の見直しを随時行い、必要に応じ社内教育を実施し、使用人に

よる業務執行に対する意識を高める。
2）「取締役会規程」、「監査役会規程」、「社員就業規程」において、業務の適正な執行に対する体制を定

義する。
3）法令遵守体制を堅持するために、使用人は、社内規程遵守誓約書に署名捺印をもって提出するもの

とする。
4）コンプライアンス通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び社員等が、そ

れぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
5）内部監査体制を構築し、業務執行の適法性を監査する。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

（ア）「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務を所管する取締役（所管取締役）が担
当する。

（イ）所管取締役は、必要に応じて関係会社に対し書類等の提出を求め、関係会社の経営内容の把
握に努める。

2）子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
（ア）「経理規程」に則った経理処理を求め、月次での報告を受ける。
（イ）関係会社は「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクへの対策実施状況及び有効性をリ

スク管理委員会にて説明し、その評価を行う。
3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ア）関係会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、相互信頼による共存共栄を基本とする。
（イ）重要案件については、取締役会の事前協議を行う。

4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）企業集団の事業に関して所管する取締役を置くと共に、子会社に対して法令遵守体制を構築

する権限と責任を与える。
（イ）子会社が構築する法令遵守体制について、当社管理本部がこれを横断的に推進し管理する。
（ウ）（イ）の管理において監査を実施する場合には、当社の「内部監査規程」を準用する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の社員とする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の社員に対する人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の事前の同意を得るも

のとする。
⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人に対して監査役は、監査業務に必要な指揮命令権を有する。
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⑨ 監査役への報告に関する体制
1）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

（ア）取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程
に従い、直ちに監査役に報告する。

（イ）認識するリスクに対して内部監査室による内部監査を行い、内部監査室は、その結果を監査
役会に報告する。

（ウ）財務報告については、監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査
役会に報告する。

（エ）使用人による内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会からリス
ク管理委員会に報告する。

2）子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者に相当する者から報告を受けた者が監査役に報告する
ための体制
（ア）子会社の担当取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ち

に監査役に報告する。
（イ）子会社の財務報告については、子会社の担当部門からの報告により監視部門であるリスク管

理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
（ウ）内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会よりリスク管理委員会

に報告する。
⑩ 監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制
1）「コンプライアンス通報規程」に準じ、当該報告をした者に対し、解雇その他いかなる不利益取扱い

の禁止のほか、職場環境等が悪化することの無いような措置を講ずる。
2）子会社の使用人に関しても、1）の扱いと同様に、不利益取扱い等に対する保護を行う。

⑪ 監査役の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1）監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
2）緊急又は臨時の支出が必要となった費用の前払い及び支出した費用の償還を会社に請求することが

できる。
3）監査費用の支出については、効率性及び適正性に留意する。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）監査役の実効性を確保するため、「監査役監査基準」、「内部監査規程」を制定する。
2）監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する。
3）会社の重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、

必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
4）三様監査（内部監査、監査役監査及び会計監査人監査）の意義・目的を十分理解し、三様監査間の

連携及び相互補完を図る。
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（2）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え及びその整備状況
① 当社は、政府方針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、その社会

的責任を強く認識すると共に、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止
し、コンプライアンス経営を徹底するため以下の基本方針を定めます。
1）反社会的勢力による不当要求に対しては、対応する役職員の安全を確保するため、組織として対応

します。
2）反社会的勢力への対応に際し、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専

門機関との連携強化を図ります。
3）反社会的勢力とは、取引関係はもとより、一切の関係を遮断します。
4）反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面より法的対応を

行います。
5）反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であって

も、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は行いません。
② 反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、社員就業規程

に反社会的勢力との関わりについて定め、組織全体で取組んでいます。
1）対応部署及び不当要求防止責任者の設置状況

総務部を対応部署とし、不当要求防止責任者を中心に、事案ごとに関係部署と協議し、対応するこ
ととしています。

2）外部の専門機関との連携状況
所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と連携しています。

3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
不当要求防止責任者が担当として、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関より反社会的勢力
に対する情報の収集・管理を行っています。

4）対応マニュアルの整備及び研修活動の実施状況
マニュアルの整備を随時進めると共に、研修などにより平素の啓蒙活動に努めています。

（3）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システム構築の基本方針に沿った、当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりでありま

す。
① 取締役会は22回開催され、経営上の重要な決議を行うと共に、業績の分析･評価等を行いました。取締

役会には、原則全監査役も出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監査しました。
② 監査役会は21回開催され、取締役の業務執行に関わる監査を行いました。また、各取締役とそれぞれの

テーマに応じた意見交換・議論を行っております。
下記リスク管理委員会にも出席し、情報収集を行いました。
監査計画は内部監査室と調整を行い、また監査結果は会計監査人との意見交換を行い、監査業務に反映
させるよう努めました。
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③ 内部監査を４回にわたり実施し、全社的な内部統制、業務プロセスに係る内部統制、ＩＴシステムにお
ける全般統制及び業務処理統制の整備上･運用上の有効性評価、並びに社内規程に対する監査を行いま
した。

④ リスク管理委員会を４回にわたり実施し、財務報告に関する内部統制システムの整備上･運用上の有効
性評価を行いました。

⑤ 社内規程類の制定及び見直しについては、社員就業規程、取締役会規程、賃金規程をはじめとして、43
規程類の制定･改定等を行いました。

⑥ 社内研修として、内部統制、リスク･マネジメント、情報セキュリティ、コンプライアンスを含む企業
倫理に関するe-ラーニング研修を実施しました。

⑦ 反社会的勢力への対応については、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に継続加盟してお
ります。

（4）株式会社の支配に関する基本方針
当社の「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は以下のとおり

であります。

当社は「社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献す
る」を経営理念としております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配するに相応しい者は、「経営理念」をはじめ、当社における「企

業価値の源泉」「事業特性」「多様なステークホルダーの皆さまとの信頼関係」等を十分に理解し、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。ま
た同時に、予見の可否に関わらず当社の存在意義を脅かし得るあらゆる状況・事態にあたっても、善良で高
潔な思考をもって、企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上するために必要な情報を集
め、適切に判断・対応できる者でなければならないと考えております。
一方、上場会社である当社の株式は、株主・投資家の皆さまによる自由な取引が認められており、当社の

株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではな
く、最終的には株主の皆さまの自由な意思により判断されるべきであると考えておりますが、株式の大規模
買付提案の中には、濫用目的によるものや、株主の皆さまに株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの
等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。
当社は、大規模買付の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あ

わせて当社取締役会・独立した第三者の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める
等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てております。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
【固 定 資 産】
( 有 形 固 定 資 産 )
建 物
建 物 附 属 設 備
構 築 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
( 無 形 固 定 資 産 )
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
の れ ん
電 話 加 入 権
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

11,875,817
5,541,518

2,636
39,618

5,946,753
55,699
13,266

209,437
64,861
2,023

8,541,374
3,649,839
160,145
265,613
39,912
6,984

174,764
3,002,419
159,559
142,411

4,021
10,163
2,962

4,731,974
3,802,446

76,444
100

117,000
483,890
339,093
△87,000

【流 動 負 債】 5,841,825
買 掛 金 2,060,414
短 期 借 入 金 535,990
一 年 内 償 還 予 定 の 社 債 240,000
一年内返済予定の長期借入金 567,338
未 払 金 556,957
未 払 費 用 190,420
未 払 法 人 税 等 268,666
未 払 消 費 税 等 465,702
契 約 負 債 299,833
預 り 金 49,284
賞 与 引 当 金 556,192
役 員 賞 与 引 当 金 30,000
株 主 優 待 引 当 金 8,233
そ の 他 12,791
【固 定 負 債】 1,761,241
社 債 160,000
長 期 借 入 金 920,234
繰 延 税 金 負 債 583,257
長 期 未 払 金 97,750
負 債 合 計 7,603,066

純 資 産 の 部
【株 主 資 本】 10,867,307
( 資 本 金 ) 2,905,422
( 資 本 剰 余 金 ) 2,167,886
資 本 準 備 金 749,999
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,417,886
( 利 益 剰 余 金 ) 6,140,453
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,140,453
繰 越 利 益 剰 余 金 6,140,453
( 自 己 株 式 ) △346,454
【評価・換算差額等】 1,946,817
その他有価証券評価差額金 1,946,817
純 資 産 合 計 12,814,124

資 産 合 計 20,417,191 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,417,191
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 29,124,032
売 上 原 価 25,400,819
売 上 総 利 益 3,723,213
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,828,361
営 業 利 益 1,894,852
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 43,148
受 取 家 賃 5,337
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,000
助 成 金 収 入 28,613
受 取 保 険 金 2,500
そ の 他 11,489 94,088

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,952
社 債 利 息 2,326
貸 与 資 産 減 価 償 却 費 2,533
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 30,000
固 定 資 産 除 却 損 26,055
そ の 他 4,573 77,441

経 常 利 益 1,911,499
特 別 利 益
保 険 解 約 返 戻 金 16,517
固 定 資 産 売 却 益 3,485
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1,575 21,578

税 引 前 当 期 純 利 益 1,933,077
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 504,381
法 人 税 等 調 整 額 37,980 542,361
当 期 純 利 益 1,390,716
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
そ の 他 利 益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,905,422 749,999 1,408,196 2,158,196 5,156,930

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △407,193

当 期 純 利 益 1,390,716

自 己 株 式 の 処 分 9,690 9,690

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 9,690 9,690 983,522

当 期 末 残 高 2,905,422 749,999 1,417,886 2,167,886 6,140,453

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △350,774 9,869,774 4,894,537 14,764,312

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △407,193 △407,193

当 期 純 利 益 1,390,716 1,390,716

自 己 株 式 の 処 分 4,320 14,010 14,010

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △2,947,720 △2,947,720

当 期 変 動 額 合 計 4,320 997,532 △2,947,720 △1,950,187

当 期 末 残 高 △346,454 10,867,307 1,946,817 12,814,124
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個別注記表

1. 重要な会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
A．商品及び製品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
B．仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
④ デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法

時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、取得価額100千円以上200千円未満の有形固定資産については、３年間で均等償却する方法

を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物（建物附属設備を含む） ３～50年
工具、器具及び備品 ２～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売見込期間（３年）、また自社利用のソフトウ

ェアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。なお、のれんにつ
いては、定額法により５年で償却しております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度対応分の金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

④ 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上

しております。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する、主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、顧客との取引の対価
は、履行義務を充足してから通常、概ね２カ月以内で受領しております。
① 受注制作のソフトウェア開発

受注制作のソフトウェア開発では、請負契約により顧客仕様のソフトウェア開発を行っておりま
す。ソフトウェア開発の進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわ
たり充足される履行義務として、ごく短い期間にわたり充足される履行義務を除き、履行義務の充足
に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度
の見積りは、コスト総額の見積りに対する発生コストの割合（インプット法）で算出しております。
また、ごく短い期間にわたり充足される履行義務については、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

② ソフトウェア開発・運用サービスの提供
ソフトウェア開発・運用サービスの提供では、システムエンジニアリング契約、派遣契約により、

ソフトウェア開発・運用サービスを行っております。当該ソフトウェア開発・運用サービスでは、契
約期間にわたり概ね一定の役務を提供しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、サ
ービスが提供される時間の経過に応じて収益を認識しております。また、サービスの時間、期間、処
理量等に基づき現在までに履行が完了した部分の対価を顧客から受取る権利を有している場合には、
請求する権利を有している金額で収益を認識しております。
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③ システム保守・運用サービス
システム保守・運用サービスでは、契約期間にわたってシステム保守・運用サービスを提供してお

り、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に基づき収益を認識しております。
④ ライセンス・製品機器等の販売

ライセンス・製品機器等の販売等では、顧客への引渡後、顧客が検収した時点で履行義務が充足さ
れると判断していることから、一時点で充足される履行義務として、顧客が検収した時点で収益を認
識しております。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、
特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は金利スワップ取引であります。ヘッジ対象は変動金利借入金利息であります。

③ ヘッジ方針
金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用することとしており、投機的な取引及

び短期的な売買損益を得るための取引は行わない方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法

デリバティブ取引のリスク管理は、経理部内の相互牽制機能とチェックにより行っており、取引
の実行に際しては管理本部担当役員が取引高及び内容を確認し取引を決定し、取締役会に随時報告
を行っております。ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘ
ッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定す
ることができるため、ヘッジの有効性の評価は省略しております。
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2．会計上の見積りに関する注記
コスト総額の見積りに基づくインプット法による収益認識

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
売上高 342,340千円

(注）上記の金額は、受注制作のソフトウェア開発のうち、インプット法により収益認識するもので、当事
業年度末時点で完全に履行を充足していない案件を対象に記載しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の受注制作のソフトウェア開発については、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行

義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る
進捗度の見積りは、コスト総額の見積りに対する発生コストの割合（インプット法）で算出しております。
当該決算日における進捗度について、個別の契約ごとに信頼性をもった見積りを行うことが前提となって
おります。このため、個別の契約ごとに見積もったコスト総額に修正が生じた場合、当社の業績を変動さ
せる可能性があります。

３. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供されている資産

建 物 157,382千円
建 物 附 属 設 備 98,032千円
構 築 物 718千円
土 地 3,002,419千円
投 資 有 価 証 券 959,736千円

計 4,218,289千円

担保付債務
短 期 借 入 金 286,000千円
長 期 借 入 金 1,219,732千円

計 1,505,732千円
（注） 長期借入金には、一年内返済予定の長期借入金が含まれております。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,451,831千円

（3）関係会社に対する金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債務 21,582千円
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４. 損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、「９．収益認識に関する注記」に記載しております。

（2）関係会社との取引高
営業取引による取引高

仕入高 129,262千円
その他 3,185千円

（3）販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額 74,261千円

（4）固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
建 物 附 属 設 備 16,632千円
ソ フ ト ウ エ ア 565千円
工具、器具及び備品 8,857千円

計 26,055千円

（5）固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
車 両 運 搬 具 3,485千円

計 3,485千円

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式数の総数

発行済株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 16,292,942 ― ― 16,292,942

（2）当事業年度の末日における自己株式数の総数
自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,214,462 ― 15,000 1,199,462
(変動事由の概要）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 15,000 株
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（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 331,726 22.00 2022年３月31日 2022年６月30日

2022年10月31日
取締役会 普通株式 75,467 5.00 2022年９月30日 2022年12月13日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 452,804 30.00 2023年３月31日 2023年６月30日
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６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 170,306千円
前渡金償却 83,286千円
未払事業税 31,531千円
長期未払金 29,931千円
未払費用（社会保険料賞与分） 29,413千円
貸倒引当金 26,639千円
投資有価証券評価損 22,078千円
ゴルフ会員権評価損 10,066千円
株主優待費用引当金 2,521千円
その他 28,460千円
繰延税金資産小計 434,233千円
評価性引当額 △184,213千円
繰延税金資産合計 250,020千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 833,277千円
繰延税金負債合計 833,277千円

繰延税金負債純額 583,257千円

７. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、中・長期の資金調達については金融機関か

らの借入や社債発行により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており
ます。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引及び短期的な売
買損益を得るための取引は行わない方針であります。
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② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。投資有価証券は、取引先企業との主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動
リスクに晒されております。また、貸付金は取引先企業等に対するものであり、貸付先の信用リスクに
晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払費用及び預り金は、１年以内の

支払期日であります。借入金及び社債は、主に営業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、
返済日は決算日後、最長で４年後であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
A．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における各担当部が主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると共に、財務状況等の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、貸付金については、主要な貸付先の回収状況
等が、貸付金規程及び契約に従って回収されていることを、経理部が定期的にモニタリングしておりま
す。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い

金融機関とのみ取引を行っております。当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに
晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされております。
B. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しておりま

す。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、経理部が関連する業務を担当しております。具体的には、社内規

程に基づき個々の契約案件ごとに取引の方針及び目的を決定し、その取引の重要性から、契約案件ごと
に管理本部担当役員の承認を得て契約の締結がなされております。さらに、契約先からの取引報告書等
は直接管理本部担当役員宛に送付され取引内容を確認し、取引の結果は、管理本部担当役員が取締役会
に随時報告を行っております。
C. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、経理部において適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
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④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「（2）金融商品の時価
等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

⑤ 信用リスクの集中
当期の決算日現在における営業債権のうち46.6％が特定の大口顧客に対するものであります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額
①投資有価証券

その他有価証券 （＊2） 3,737,671 3,737,671 －
②長期貸付金 117,000 116,869 △131

貸倒引当金 （＊3） △87,000 △87,000 －
30,000 29,869 △131

資産計 3,767,671 3,767,540 △131
①社債 （＊4） 400,000 398,223 △1,776
②長期借入金 （＊4） 1,487,572 1,487,184 △387

負債計 1,887,572 1,885,408 △2,163
デリバティブ取引 － － －
（＊1）「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金及び契約資産」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「未

払消費税等」「未払費用」「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、記載を省略しております。

（＊2）市場価格のない株式等は、「①投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。

（単位：千円）
区分 当事業年度

非上場株式 64,775
関係会社株式 76,444

（＊3）長期貸付金に関しましては、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊4）社債及び長期借入金に関しましては、一年内償還予定の社債及び一年内返済予定の長期借入金が含まれております。
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（注1）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

現金及び預金 5,541,518 － － －
受取手形 2,636 － － －
電子記録債権 39,618 － － －
売掛金及び契約資産 5,846,126 100,627 － －
長期貸付金 － 113,500 3,500 －

合計 11,429,900 214,127 3,500 －

（注2）社債及び借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

短期借入金 535,990 － － － － －
社債 240,000 120,000 40,000 － － －
長期借入金 567,338 507,892 320,004 92,338 － －
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 3,737,671 － － 3,737,671

資産計 3,737,671 － － 3,737,671

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 － 116,869 － 116,869
貸倒引当金 － △87,000 － △87,000

資産計 － 29,869 － 29,869
社債 － 398,223 － 398,223
長期借入金 － 1,487,184 － 1,487,184

負債計 － 1,885,408 － 1,885,408
デリバティブ取引 － － － －
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
投資有価証券

投資有価証券の時価は、株式は取引所の価格によっているため、その時価をレベル１の時価に分類し
ております。
その他有価証券として保有する株式の種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。
（単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

（1）株式 857,646 3,644,760 2,787,113
（2）その他 － － －

小計 857,646 3,644,760 2,787,113

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

（1）株式 99,929 92,911 △7,018
（2）その他 － － －

小計 99,929 92,911 △7,018
合計 957,576 3,737,671 2,780,094

長期貸付金
長期貸付金の時価は、元利金の合計を、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。また、貸倒懸念債権につい
ては、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて、貸倒
見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金
額に近似しており、当該価額をもって時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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負債
社債及び長期借入金

当社の社債及び長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規社債の発行
又は新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類してお
ります。また、社債及び長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、ま
た、当社の信用状態は、発行後大きく異ならないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられ
るため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

８. 持分法損益等に関する注記
（1）関連会社に関する事項

① 関連会社に対する投資の金額 41,444千円
② 持分法を適用した場合の投資の金額 137,461千円
③ 持分法を適用した場合の投資利益の金額 19,340千円

（2）開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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９. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

一時点で移転される財又はサービス(注) 12,043,503千円
一定期間にわたり移転される財又はサービス 17,080,528千円
顧客との契約から生じる収益 29,124,032千円
(注) 一時点で移転される財又はサービスの金額には、一定期間にわたり充足される履行義務で、ごく短い期間

にわたり充足される履行義務に該当する金額を含めて表示しております。

（2）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
当事業年度

（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 6,017,289千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,572,848千円
契約資産（期首残高） 78,966千円
契約資産（期末残高） 416,160千円
契約負債（期首残高） 125,102千円
契約負債（期末残高） 299,833千円

契約資産は、顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の作業に係る対価に関連するもの
であります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に
振り替えられます。
契約負債は、主に履行義務が充足される契約において、顧客からの前受対価に関するものであります。契

約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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（3）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま

す。
当事業年度

（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

１年以内 5,112,749千円
１年超 1,357,768千円

合計 6,470,517千円

10. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 848.98円

１株当たり当期純利益金額 92.18円

（注）１. 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

２. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益(千円) 1,390,716

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,390,716

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,087

３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額(千円) 12,814,124

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 12,814,124

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) 15,093

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月19日
株式会社フォーカスシステムズ

取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 林 壮 一 郎
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フォーカスシステムズの2022年４月１

日から2023年３月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第47期事業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及

び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人

等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」 (会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）並びにその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

2023年５月24日
株式会社フォーカスシステムズ 監査役会

常勤監査役 七 井 孝 司 ㊞
常勤監査役 吉 野 充 ㊞
社外監査役 中 村 清 司 ㊞
社外監査役 杉 山 昌 宏 ㊞

以 上
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※会場には本総会用専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。
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